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◎群馬県告示第１７１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次の者を同項に規定する指定

納付受託者に指定した。 

  令和６年６月２８日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 

指定納付受託者の所在地及び名称 指定した日 歳入の種類 

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 

株式会社トラストバンク 

令和６年６月１３日 ぐんま電子申請受付システムにおける

手数料等 

 

 

 

◎群馬県告示第１７２号 

公印を次のとおり改刻し、改刻前の公印は、令和６年６月３０日限り廃止する。 

 令和６年６月２８日  

                                    群馬県知事 山 本 一 太 

１  改刻する公印 

 (1) 名称及び印影 群馬県知事印（表彰状等縦書き文書用） 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 使用開始年月日 令和６年７月１日 

２ 改刻の理由 一部破損のため 

 

 

 

◎群馬県告示第１７３号 

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。 

令和６年６月２８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 定期検査を行う区域 桐生市及びみどり市 

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又 

■ 告  示 
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は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり 

３ 日時及び場所 
 

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所 

令和６年８月２９日 午前１０時～午前１２時 
 

みどり市商工会 東支所 

令和６年８月３０日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

笠懸町商工会館 

令和６年９月３日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

みどり市厚生会館 

令和６年９月５日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市黒保根支所 

令和６年９月９日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市東公民館 

令和６年９月１０日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市相生公民館 

令和６年９月１１日 午前１０時～午前１１時３
０分 

桐生市梅田公民館 

令和６年９月１１日 午後１時～午後３時３０分 
 

桐生市境野公民館 

令和６年９月１２日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市広沢公民館 

令和６年９月１３日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市新里商工会館 

令和６年９月１８日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市西公民館 

令和６年９月１９日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市北公民館 

令和６年９月２４日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市南公民館 

令和６年９月２５日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市シルバー人材センター 

令和６年９月２６日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

桐生市シルバー人材センター 

 
なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。 

４ 検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会 

 

 

 

◎群馬県告示第１７４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 
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 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和６年６月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第１７５号 

 車両制限令第３条第１項第３号の規定による指定の告示（平成１８年群馬県告示第２４５号）の一部を次のよう

に改正し、令和６年７月１日から施行する。 

  令和６年６月２８日 

                                                                     群馬県知事 山 本 一 太   

１の表県道前橋赤城線の項の次に次のように加える。 

 
１の表県道前橋長瀞線の項に次のように加える。 

 

 １の表県道綿貫倉賀野停車場線の項に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年６月２８日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

岡崎用水 理 事 再 任 唐澤康一 吾妻郡東吾妻町大字岡崎１４番地１ 

 同   同  飯塚順一  同   同    同  ７８番地３ 

県道佐野行田線 館林市緑町二丁目２０番の６地先から同市足次町１０４６番の１地先まで 

 

高崎市綿貫町字原北１６９３番の２地先から同市同町字千葉西６５２番の５地先まで 

 

■ 公  告 

高崎市綿貫町字千葉西８６５番の６地先から同市倉賀野町字乙福島２６４５番の１地先まで 

 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

一般国道 ２９１号 利根郡みなかみ町湯原字若
栗９３８番の６地先から同
郡同町同字下川原８３９番
の３地先まで 

前 ９．９～１３．５ 
４．０～５．８ 

１１０．３ 
１１２．０ 

後 ９．９～１３．５ １１０．３ 
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 同   同  小渕唯志  同   同    同  １１６０番地 

 同   同  高橋一美  同   同    同  １４０３番地 

 同   同  谷弘次  同   同    同  １５８１番地 

 同   同  山口正美  同   同    同  １８３８番地 

 同   同  角田勝祐紀  同   同    同  １９５５番地３ 

 同   同  飯塚嘉平治  同   同    同  １９６６番地 

 同  新 任 荒井高志  同   同    同  ８２１番地 

 同   同  茂木一弘  同   同    同  ８２６番地 

 同   同  角田幸男  同   同    同  １３１６番地２ 

 同   同  橋爪政幸  同   同    同  １７８７番地 

 同  退 任 今井丈夫  同   同    同  ７７８番地 

 同   同  角田正  同   同    同  ９０６番地 

 同   同  羽鳥博  同   同    同  １３５９番地７ 

 同   同  谷寛  同   同    同  １５１５番地 

監 事 再 任 唐沢研一  同   同    同  ３５番地１ 

 同   同  山口正  同   同    同  １８４３番地２ 

 同  新 任 角田輝明  同   同    同  １４４６番地１ 

 同  退 任 橋爪美智男  同   同    同  ６５１番地８ 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年６月２８日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

岡崎用水 理 事 新 任 石田年孝 吾妻郡東吾妻町大字岡崎１４７７番地 

 同  退 任 高橋一美  同   同    同  １４０３番地 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第３３号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

■ 選挙管理委員会告示 
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のとおりである。 

令和６年６月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

 国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

萩原一章後援会 萩原一章 萩原公子 甘楽郡甘楽町白倉２２３７－１ 

令和６年５月１３日 

前橋政策研究会 登丸保 登丸保 前橋市茂木町１２４７－３ 

令和６年５月２４日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第３４号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。 

令和６年６月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

参政党群馬県支部連合会 主たる事務所
の所在地 

高崎市西横手町４９７
－３ 

高崎市宮沢町１８５６
－１ 

令和６年 
５月７日 

代表者の氏名 熊井戸園子 新倉哲郎 令和６年 
５月７日 

自由民主党群馬県栄養士
連盟支部 

会計責任者の
氏名 

齋藤智哉 佐久靖枝 令和６年 
５月２５日 

自由民主党群馬県自動車
整備支部 

会計責任者の
氏名 

山鹿光男 池田伸也 令和５年 
６月１６日 

自由民主党群馬県支部連
合会 

会計責任者の
氏名 

井田泉 狩野浩志 令和６年 
５月１７日 

日本共産党前橋地区委員
会 

代表者の氏名 店橋世津子 白鳥淳一 令和６年 
５月２０日 

立憲民主党群馬県第３区
総支部 

会計責任者の
氏名 

塩井早苗 木村和子 令和５年 
１０月１２日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 
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小川あきら後援会 代表者の氏名 中山嘉康 角田義一 令和６年 
２月２４日 

会計責任者の
氏名 

羽鳥泰子 中山嘉康 令和６年 
２月２４日 

群馬県介護福祉施設の会 会計責任者の
氏名 

穂積茂 村上忠明 令和６年 
５月２４日 

群馬県測量設計業政治連
盟 

代表者の氏名 田村義一 嶋田大和 令和６年 
５月２１日 

酒井宏明後援会 代表者の氏名 白鳥淳一 松浦信夫 令和６年 
５月１日 

会計責任者の
氏名 

白鳥淳一 松浦信夫 令和６年 
５月１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第３５号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和６年６月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

前橋政策研究会 登丸保 令和６年５月２４日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第３６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和６年６月２８日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，７８３ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９８，６４１ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 
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北群馬郡 １０，１０５ 

甘楽郡 ５，９８０ 

吾妻郡 １４，５４８ 

利根郡 ８，８５４ 

佐波郡 ９，９１６ 

邑楽郡 ２６，５５９ 

前橋市 ９１，７８８ 

高崎市 １０２，５５０ 

桐生市 ２９，６８７ 

伊勢崎市 ５５，８３９ 

太田市 ５８，７７７ 

沼田市 １２，６８３ 

館林市 ２０，４０３ 

渋川市 ２０，９９７ 

藤岡市・多野郡 １８，５７１ 

富岡市 １２，９８４ 

安中市 １５，７７２ 

みどり市 １３，７００ 
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◎
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号 

 

公
職
選
挙
法
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日 

群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

片 

野 

清 

明 
 

 

 
 
 

公
職
選
挙
法
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

公
職
選
挙
法
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
左
側
上
段
の
区
画
か
ら
上
、
下
の
順
に
」
を
削
る
。 

 

第
十
六
条
中
「
立
候
補
届
出
順
位
」
を
「
立
候
補
届
出
時
の
届
出
受
理
番
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
ポ
ス
タ
ー
の
撤
去
） 

第
十
八
条 

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
の
通
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
候
補 

者
の
掲
示
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
直
ち
に
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
町
村
委
員
会
は
、
令
第
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
号
ハ
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
同
号
ニ
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は 

同
号
ホ
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
の
通
知
が
あ 

つ
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
候
補
者
に
、
そ
の
掲
示
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
撤
去
さ
せ
る
も
の 

と
す
る
。 

３ 

市
町
村
委
員
会
は
、
第
十
六
条
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
五
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
掲
示
し
た
ポ
ス
タ
ー
が
あ
る
と
認
め
る
と
き 

は
、
当
該
掲
示
に
係
る
候
補
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
こ
れ
を
撤
去
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

市
町
村
委
員
会
は
、
候
補
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
撤
去
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
当
該
候
補

者
の
掲
示
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
直
ち
に
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

◎
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号 

 

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日 

群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

片 

野 

清 

明 
 

 

 
 
 

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
号
様
式
そ
の
一
中 

「 

 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

を 「 

       

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中 

「 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を 「 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中 

「 

     
 
公
職
選
挙
法
第
１
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

記
 

１
 
任
期
満
了
年
月
日

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

２
 
定

 
 

 
 
 
数
 
何
人
 

３
 
付

 
 

 
 
 
記
 

 
（
１
）
選
挙
執
行
予
定
日

 
 
 

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

 
（
２
）
議
員
定
数
変
更
予
定
の
有
無

 

 
公
職
選
挙
法
第
１
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

記
 

１
 
任
期
満
了
年
月
日

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

２
 
定

 
 

 
 
 
数
 
何
人
 

３
 
付

 
 

 
 
 
記
 

 
（
１
）
選
挙
執
行
予
定
日

 
 
 

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

 
（
２
）
議
員
定
数
変
更
予
定
の
有
無

 

 
下
記
の
と
お
り
任
期
が
満
了
し
ま
す
の
で
、
公
職
選
挙
法
第
１
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
届
け
出
ま
す
。

 

記
 

１
 
任
期
満
了
年
月
日

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

２
 
付

 
 

 
 
 
記
 

 
（
１
）
選
挙
執
行
希
望
日

 
 
 

 
 
年
 

 
月
 

 
日

 

 
（
２
）
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
（
議
員
定
数
変
更
予
定
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
、
公
職
選

挙
法
第
１
１
０
条
第
４
項
又
は
同
法
第
１
１
３
条
第
３
項
に
よ
る
再
選
挙
又
は
補
欠
選

挙
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
を
付
記
す
る
こ
と
。
）

 

３
 
退
職
（
失
職
）
事
由

 
（
詳
細
に
記
入
の
こ
と
。
）

 

４
 
選
挙
執
行
予
定
期
日

 
 

５
 
選
挙
期
日
告
示
予
定
日

 
 

６
 
そ
の
他
の
参
考
事
項

 
 

  ３
 
退
職
（
失
職
）
事
由

 
（
詳
細
に
記
入
の
こ
と
。
）

 

 付
 
記
 

選
挙
執
行
希
望
日

 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

 注
 
公
職
選
挙
法
第
１
１
０
条
第
４
項
又
は
同
法
第
１
１
３
条
第
３
項
に
よ
る
再
選
挙
又
は
補

 

 
欠
選
挙
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
を
付
記
す
る
こ
と
。

 

議
員

 

定
数

 

欠
員

数
 

辞
職
（
失
職
死
亡
）
者

 
選
挙
執
行
予
定

 

備
 
 
考

 

氏
名

 
辞
職
（
失
職
死
亡
）
 

年
月

日
 

辞
職
（
失
職
）
事
由
 

選
挙

期
日

 
告

示
期

日
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を 「 

                      

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
号
様
式
中 

「 

        
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

を 「 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

          

議
員

 

定
数

 

欠
員

数
 

備
 
 
考

 

氏
名

 
辞
職
（
失
職
死
亡
）
 

年
月

日
 

辞
職
（
失
職
）
事
由
 

選
挙

期
日

 
告

示
期

日
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

議
員

 

定
数

 

欠
員

数
 

辞
職
（
失
職
死
亡
）
者

 

備
 
 
考

 

氏
名

 
辞

職
（

失
職

死
亡

）
 

年
月

日
 

辞
職
（
失
職
）
事
由
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 付
 
記
 

選
挙
執
行
希
望
日

 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

 注
 
公
職
選
挙
法
第
１
１
０
条
第
４
項
又
は
同
法
第
１
１
３
条
第
３
項
に
よ
る
再
選
挙
又
は
補

 

 
 

 

 
 

 

 付
 
記
 

選
挙
執
行
希
望
日

 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

 注
 
公
職
選
挙
法
第
１
１
０
条
第
４
項
又
は
同
法
第
１
１
３
条
第
３
項
に
よ
る
再
選
挙
又
は
補

 

 
欠
選
挙
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
を
付
記
す
る
こ
と
。

 

 
公
職
選
挙
法
第
１
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

記
 

１
 
長
の
任
期
満
了
日

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

２
 
議
員
の
任
期
満
了
日

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

３
 
議

 
員

 
定

 
数
 

 
 
何
人
 

４
 
付

 
 

 
 
 
記
 

 
（
１
）
選
挙
執
行
予
定
日

 
 
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

 
（
２
）
議
員
定
数
変
更
予
定
の
有
無

 

 
下
記
に
係
る
２
つ
の
選
挙
に
つ
い
て
公
職
選
挙
法
第
３
４
条
の
２
第
２
項
（
同
条
第
４
項
の

規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
２

０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
の
写
し
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

 

記
 

１
 
長
の
任
期
満
了
日

 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

２
 
議
員
の
任
期
満
了
日

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

３
 
付

 
 

 
 
 
記
 

 
（
１
）
選
挙
執
行
希
望
日

 
 
 

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

 
（
２
）
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
（
議
員
定
数
変
更
予
定
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
付
記
す
る

こ
と
。
）

 

」 
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 群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年６月２８日 

群馬県公安委員会委員長 五十嵐 清 隆   

群馬県公安委員会規則第８号 

   群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３主要地方道前橋赤城線の項の次に次のように加える。 
 

主要地方道佐野
行田線 

群馬県館林市緑町二丁目２０番６号から群馬県館林市足次町１０４６番地の１まで 
 

 

別表第３主要地方道前橋長瀞線の項中「群馬県藤岡市上栗須１２３２番地１から群馬県藤岡市上大塚３１６番地 

 

 
 

め、同表県道綿貫倉賀野停車場線の項中「群馬県高崎市倉賀野町２６８１番地から群馬県高崎市倉賀野町２６８１ 

 

 

 

 

 

 

 
 

市道２２６１号
線 

群馬県館林市下早川田町字道東５１３番地９から群馬県館林市下早川田町字道東５１３
番地３まで 

附 則 

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和６年６月２８日  

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 令和６年度総合防災情報システム端末機器賃貸借 デスクトップ型パソコ

ン１２０台、ノート型パソコン４２台、レーザープリンタ１２０台、カラープリンタ１台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県総務部危機管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号 

３ 落札者を決定した日 令和６年６月１１日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ナブアシスト 群馬県前橋市元総社町５２１－８ 

５ 落札金額 ３８，６８８，０００円 

■ 公安委員会規則 

■ 落  札 

１まで」を 
「群馬県藤岡市上栗須１２３２番地１から群馬県藤岡市上大塚３１６番地１まで 
群馬県高崎市綿貫町字原北１６９３番地２から群馬県高崎市綿貫町字千葉西６５２番地５まで」 

「群馬県高崎市倉賀野町２６８１番地から群馬県高崎市倉賀野町２６８１番地内まで 

群馬県高崎市綿貫町字千葉西８６５番地６から群馬県高崎市倉賀野町字乙福島２６４５番地１ま 
番地内まで」を 

 
で」 

に改め、同表市道環状線の項中「群馬県高崎市問屋町西一丁目１１番地９から群馬県高崎市下小鳥町７０１番 

 

地まで」を 
「群馬県高崎市問屋町西一丁目１１番地９から群馬県高崎市下小鳥町７０１番地まで 
群馬県高崎市上大類町９０９番地５から群馬県高崎市下之城町１７８番地１まで 」 

に改め、同表市 

 

に改 

道横塚中央線の項の次に次のように加える。 
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６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和６年４月３０日 

 

 

 

 

○告示正誤 

 令和３年４月２７日群馬県告示第１６１号（道路の区域変更） 

 

 

 

 

 

 

 

○告示正誤 

 令和３年４月２７日群馬県告示第１６２号（道路の供用開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 

発行番号 ページ 行 誤 正 

第９８９６号 ５ １０～１２ 利根郡みなかみ町湯原字下川原
９３８番の６地先から同郡同町
同字若栗８３９番の３地先まで 

利根郡みなかみ町湯原字若栗９
３８番の６地先から同郡同町同
字下川原８３９番の３地先まで 

 

■ 正  誤 

発行番号 ページ 行 誤 正 

第９８９６号 ５ ２３～２４ 利根郡みなかみ町湯原字下川原
９３８番の６地先から同郡同町
同字若栗８３９番の３地先まで 

利根郡みなかみ町湯原字若栗９
３８番の６地先から同郡同町同
字下川原８３９番の３地先まで 

 


